
学生表彰規程 

２９６ 

和歌山大学学生表彰規程 

制  定 平成１２年 ６月３０日 

最終改正 令和 ５年 ６月２３日 

（趣旨） 

第１条 この規程は、和歌山大学（以下「本学」という。）学生の表彰に関し、必要な事項を

定める。 

（表彰の名称） 

第１条の２ 表彰の名称は、「和歌山大学 学長賞」とする。 

（表彰対象者） 

第２条 表彰対象者は、次の各号の一に該当する本学に在籍する学生又は本学に在籍する学

生で組織する学生団体（以下「学生等」という。）とする。  

（１） 研究活動で特に顕著な成果をあげた学生等  

（２） 課外活動で特に顕著な成果をあげた学生等  

（３） 社会活動で特に顕著な功績をあげた学生等  

（４） 在籍期間中において、極めて優秀な学業成績を挙げた学生  

（５） その他「和歌山大学 学長賞」に相応しいと認められる成果・功績等をあげた学生 

   等 

（表彰対象者の推薦） 

第３条 前条第１項第４号にかかる表彰対象者の推薦は学部長又は学環長（以下「学部長等」

という。）から、前条第１項第１号から第３号及び第５号にかかる表彰対象者の推薦は学生

支援担当の理事、学部長等及び和歌山大学学生規則第９条に定める学生団体の顧問教員か

ら、別紙様式により学長に推薦することができる。 

（表彰者の決定） 

第４条 前条の推薦にかかる表彰者の決定は、和歌山大学学生支援委員会（以下「委員会」

という。）の議を経て、学長が行う。 

（表彰の方法） 

第５条 表彰は、学長が表彰状を授与することにより行う。 

２ 前項の表彰状に併せて、記念品を贈呈することができる。 

（表彰の時期） 

第６条 表彰は、その都度定める日に行う。 

（事務） 

第７条 表彰に関する事務は、学生支援課において処理する。 

（雑則） 

第８条 この規程に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、委員会が定める。 

   附 則 

 この規程は、平成１２年６月３０日から施行する。 

   附 則（平成１３年３月１６日一部改正） 

 この改正規程は、平成１３年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１６年 ４月 １日一部改正：法人和歌山大学規程第１４０号） 

 この改正規程は、平成１６年 ４月 １日から施行する。 
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   附 則（平成２１年２月２７日一部改正：法人和歌山大学規程第９０２号） 

 この改正規程は、平成２１年２月２７日から施行し、平成２０年４月１日から適用する。 

   附 則（平成２２年６月２５日一部改正：法人和歌山大学規程第１０８５号） 

 この改正規程は、平成２２年７月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月２５日一部改正：法人和歌山大学規程第１７５６号） 

 この改正規程は、平成２８年３月２５日から施行し、平成２８年度の表彰から適用する。 

附 則（令和５年３月１５日一部改正：法人和歌山大学規程第２５９０号） 

 この改正規程は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年６月２３日一部改正：法人和歌山大学規程第２６３１号） 

この改正規則は、令和５年６月２３日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 
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別紙様式（第３条関係） 

 

推   薦   状 

 

  年  月  日 

 和歌山大学長    様 

 

                          推薦者（役職・氏名） 

 

                                        

 

  和歌山大学学生表彰規程第２条第１項第 号に該当する表彰対象者として、下記のとお

り推薦しますので、よろしくお取り計らい願います。 

 

記 

 

 

１ 対象者 

 （１） 学生        学部・学環・研究科        課程・学科・専攻 

 

       学生番号       番 氏名             

 

 （２） 団体                     

 

 

2 推薦理由    

 

                                         

 

                                         

 

                                         

 

                                         

 

                                         

 

                                         

 

                                         

 

                          

（注） 賞状、大会要項、新聞記事等参考となる資料を添付してください。 

 


